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台湾における駐在員事務所開設に関するお知らせ 

 

 

当社は、下記のとおり台湾における駐在員事務所を開設し、業務を開始いたしましたのでお知らせ 
いたします。 
 

 

記 
 
１．開設の目的 
 当社は海外事業を成長戦略の柱と位置付け、アジア・欧米を中心に海外拠点の事業展開を進めており

ます。台湾については、日本・中国と経済交流が深く、インフラが完備されており、物流の拠点として 
も東アジア地域の重要な市場と考えております。今後、更なる顧客のニーズにお応えすべく、サポート

体制を充実させ国内外の営業力を強化するため、台湾に駐在員事務所を開設いたしました。 
なお、この開設に伴い当社グループの海外拠点は９カ国 23 拠点となります。 

 
２．駐在員事務所の概要 

(1) 名  称   伊勢湾海運株式会社 台北事務所 

 
(2) 所 在 地   台湾台北市信義区基隆路二段 51 号 14 階 

 
(3) 業務開始日   平成 25 年 5 月 11 日（土） 

 
(4) 電 話番号   886-(0)2-2736-9588（代表） 内線番号(57) 

 
３．今後の業績に与える影響 
 当該事務所の開設に伴う平成 26 年３月期の当社連結業績に与える影響はないと考えておりますが、

業績見通しに影響が生じた場合は、速やかにお知らせいたします。 

             
以 上 

 


